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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置であって、それぞれ異なる所定時間が経過した際の複数の位置を推
定する推定部と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定部
が推定した位置ごとに、当該位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間が
経過するまでに提供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象のうち、提
供可能な時刻が最先となる取引対象を選択する選択部と、
　前記推定部により推定された位置と、当該位置で提供可能な取引対象として選択された
取引対象との組を前記利用者に通知する通知部と
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置を推定する推定部と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
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準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定部
が推定した位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間が経過するまでに提
供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象を選択し、当該取引対象の属
性に応じて、当該取引対象の提供態様をさらに選択する選択部と
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記推定部は、複数の所定時間後における利用者の位置をそれぞれ推定し、
　前記選択部は、前記推定部が推定した利用者の位置ごとに、前記取引対象と前記提供態
様とを選択する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。 
【請求項４】
　前記推定部は、前記利用者の現在位置、前記利用者の目的地、前記利用者の移動速度、
前記利用者の移動経路の少なくとも１つに基づいて、所定時間後における利用者の位置を
推定する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項５】
　前記選択部は、前記所定時間後に前記推定部が推定した位置に前記取引対象を配達する
提供態様を選択肢に含める
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項６】
　前記選択部は、前記推定部が推定した位置に基づいて、前記取引対象を配達する店舗を
抽出する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。 
【請求項７】
　前記選択部が前記取引対象を配達する提供態様を選択した場合は、当該取引対象を配達
する移動体の情報を前記利用者に通知する通知部
　を有することを特徴とする請求項５または６に記載の情報処理装置。 
【請求項８】
　前記選択部が前記取引対象を配達する提供態様を選択した場合は、当該取引対象を配達
する移動体に対し、前記利用者の情報を通知する通知部
　を有することを特徴とする請求項５～７のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項９】
　前記推定部は、前記利用者が指示した最大所定時間が経過するまでの前記利用者の位置
を推定し、
　前記選択部は、前記利用者が指示した最大所定時間が経過するまでに、前記推定部が推
定した位置で、提供可能な取引対象または当該取引対象の提供態様の少なくともいずれか
一方を選択する
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１つに記載の情報処理装置。 
【請求項１０】
　情報処理装置が実行する情報提供方法であって、
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置であって、それぞれ異なる所定時間が経過した際の複数の位置を推
定する推定工程と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定工
程で推定した位置ごとに、当該位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間
が経過するまでに提供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象のうち、
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提供可能な時刻が最先となる取引対象を選択する選択工程と、
　前記推定工程により推定された位置と、当該位置で提供可能な取引対象として選択され
た取引対象との組を前記利用者に通知する通知工程と
　を含むことを特徴とする情報提供方法。 
【請求項１１】
　コンピュータに、
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置であって、それぞれ異なる所定時間が経過した際の複数の位置を推
定する推定手順と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定手
順で推定した位置ごとに、当該位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間
が経過するまでに提供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象のうち、
提供可能な時刻が最先となる取引対象を選択する選択手順と、
　前記推定手順により推定された位置と、当該位置で提供可能な取引対象として選択され
た取引対象との組を前記利用者に通知する通知手順と
　を実行させることを特徴とする情報提供プログラム。 
【請求項１２】
　情報処理装置が実行する情報提供方法であって、
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置を推定する推定工程と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定工
程により推定された位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間が経過する
までに提供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象を選択し、当該取引
対象の属性に応じて、当該取引対象の提供態様をさらに選択する選択工程と
　を含むことを特徴とする情報提供方法。 
【請求項１３】
　コンピュータに、
　利用者が利用する端末装置から収集された情報であって、当該利用者の位置を示す位置
情報と、当該利用者の移動経路を示す経路情報とに基づいて、所定時間が経過した際にお
ける当該利用者の位置を推定する推定手順と、
　取引対象を提供する施設の位置を示す位置情報と、提供可能な取引対象と、取引対象の
準備に要する提供時間とが対応付けて登録された記憶装置から、位置情報と取引対象と提
供時間とを読出し、読み出した位置情報と取引対象と提供時間とに基づいて、前記推定手
順により推定された位置において提供可能な取引対象であって、前記所定時間が経過する
までに提供の準備を完了し、前記利用者に対して提供可能な取引対象を選択し、当該取引
対象の属性に応じて、当該取引対象の提供態様をさらに選択する選択手順と
　を実行させることを特徴とする情報提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報提供方法、および情報提供プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車載端末やモバイル端末等を用いたナビゲーション（以下、「案内」ともいう）
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を行う際、商品やサービスの提供を行う店舗等の位置を表示する技術が知られている。ま
た、このような技術の一例として、各店舗で商品やサービスの提供を受ける利用者の待ち
人数と、かかる店舗までの移動にかかる時間とに基づいて、店舗到着後の待ち時間を推定
する技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０７３３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、店舗到着後、商品やサービスの提供を受けるま
での待ち時間を解消することができないという問題があった。
【０００５】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、商品やサービスの提供を受けるまでの待
ち時間を解消する情報処理装置、情報提供方法および情報提供プログラムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願に係る情報処理装置は、所定時間が経過した際における利用者の位置を推定する推
定部と、前記推定部が推定した位置に応じて、前記利用者に対して前記所定時間後に提供
される取引対象、または、当該取引対象の提供態様の少なくともいずれか一方を選択する
選択部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　実施形態の一態様によれば、商品やサービスの提供を受けるまでの待ち時間を解消でき
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の概要を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る情報処理装置が有する機能構成の一例を説明する図であ
る。
【図３】図３は、実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の流れを説明するフローチ
ャートである。
【図４】図４は、第２の実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の他の例を説明する
図である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係る情報処理装置が有する機能構成の一例を説明する
図である。
【図６】図６は、第２の実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の流れを説明するフ
ローチャートである。
【図７】図７は、情報処理装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア
構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本願に係る情報処理装置、情報提供方法、および情報提供プログラムを実施す
るための形態（以下、「実施形態」と呼ぶ）について図面を参照しつつ詳細に説明する。
なお、この実施形態により本願に係る情報処理装置、情報提供方法、および情報提供プロ
グラムが限定されるものではない。また、以下の各実施形態において同一の部位には同一
の符号を付し、重複する説明は省略される。
【００１０】
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（第１の実施形態）
［１．情報処理装置１０］
　まず、図１を用いて、実施形態に係る情報処理装置１０について説明する。図１は、実
施形態に係る情報処理装置が実行する処理の概要を示す図である。
【００１１】
　情報処理装置１０は、インターネット等を介して、車両５０と各種情報の送受信を行う
サーバ等の情報処理装置である。なお、情報処理装置１０は、単体の情報処理装置である
必要はなく、クラウドシステム等の複数の情報処理装置が協調して動作することで実現さ
れてもよい。
【００１２】
　車両５０は、利用者により操作される車やバイク等の車両である。また、車両５０は、
情報処理装置１０と通信を行うことができる端末装置１００（以下、端末１００と記載す
る。）を有し、車両５０の位置を示す情報を情報処理装置１０に送信する。ここで、端末
１００は、車両５０の利用者が使用する端末装置であってもよい。かかる端末１００は、
タブレット端末、ＰＣ、ＰＤＡ、スマートフォン、車載されたカーナビゲーション装置等
、任意の情報処理装置が適用される。また、端末１００は、３Ｇ（Generation）、４Ｇ、
ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）、ＧＳＭ（登録商標）（Global　System　for　Mobile
　Communications）等の無線通信網や、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮな
どの近距離無線通信を介してネットワークＮに接続し、情報処理装置１０と通信すること
ができる。
【００１３】
　また、端末１００は、利用者の案内処理を行うことができる。例えば、端末１００は、
利用者により目的地が指定された場合は、経路探索を行うナビゲーションサーバに対し、
指定された目的地と現在地とを送信する。そして、端末１００は、ナビゲーションサーバ
から出発地から目的地までの経路を受信すると、受信した経路を表示し、画面表示や音声
案内により、進行方向を報知することで、利用者を目的地まで案内する。また、端末１０
０は、目的地等の設定がされない場合でも、自装置の位置を測定するとともに、測定され
た位置の周囲の地図情報をナビゲーションサーバから取得し、取得した地図情報を現在位
置とともに表示し、利用者を案内する。
【００１４】
　ここで、車両５０の利用者は、車両５０が渋滞に巻き込まれた場合、食品、飲料品、サ
ニタリー用品等商品の提供や、サービスの提供を受けたくとも、受けられない場合がある
。そこで、端末１００は、利用者からの操作により、端末１００の現在位置を示す位置情
報を情報処理装置１０に送信する。また、端末１００は、出発地４０から目的地４１まで
の経路５１を示す経路情報を情報処理装置１０へ送信する。
【００１５】
　情報処理装置１０は、端末１００から位置情報と経路情報とを受信すると所定時間が経
過した際における端末１００の位置を推定する。そして、情報処理装置１０は、推定した
位置（以下、予測位置と記載する。）に応じて、端末１００の利用者に対して所定時間後
に提供される取引対象、または、取引対象の提供態様を選択する。すなわち、情報処理装
置１０は、所定時間後の予測位置に応じて、所定時間後に提供される商品やサービス、お
よび、商品やサービスの提供の方法を選択する。
【００１６】
　例えば、図１に示す例では、車両５０は、案内処理により、出発地４０から目的地４１
までの経路５１上を走行予定の車両である。また、図１に示す例では、車両５０は、経路
上の太線で示した渋滞エリア５２に差し掛かっているものとする。また、経路５１の周囲
には、店舗４２～店舗４４が存在するものとする。
【００１７】
　一方、情報処理装置１０は、店舗ＩＤ、位置情報、商品情報、提供時間、配達情報が対
応付けられた店舗データベース１５を記憶する。ここで、店舗ＩＤとは、商品やサービス
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を提供する店舗を識別する識別子である。また、位置情報とは、店舗の位置を示す情報で
ある。また、商品情報とは、商品やサービスの名称等、取引対象を識別するための情報で
ある。また、提供時間とは、対応付けられた商品情報が示す取引対象の提供を行うまでの
準備に要する時間である。また、配達情報とは、対応付けられた商品情報が示す取引対象
を配達できるか否かを示す情報である。なお、以下の説明では、店舗４２の店舗ＩＤが「
ＩＤ０００３」であり、店舗４３の店舗ＩＤが「ＩＤ０００２」であり、店舗４４の店舗
ＩＤが「ＩＤ０００１」であるものとする。
【００１８】
　かかる場合、端末１００は、ハンバーガー、麺類、イタリア料理等、利用者に商品の種
別を選択させる画面を表示する。商品の種別の表示や選択は、「ハンバーガー」のような
カテゴリを単位としてもよいし、「▽▽チーズバーガー」のような個別具体的な商品を単
位としてもよい。例えば、端末装置１００は、利用者が商品の種別、例えば「ハンバーガ
ー」を選択した場合は、かかる商品の種別を示す種別情報と、端末１００の位置情報と、
経路情報とを情報処理装置１０へ送信する（ステップＳ１）。また、端末１００は、端末
１００の移動速度、すなわち、車両５０の速度を示す速度情報を情報処理装置１０へ送信
する。かかる場合、情報処理装置１０は、位置情報が示す現在位置、経路情報が示す経路
、速度情報が示す速度、および、経路上の渋滞情報から、複数の所定時間後における予測
位置を推定する（ステップＳ２）。
【００１９】
　例えば、情報処理装置１０は、ＶＩＣＳ（登録商標）（Vehicle　Information　and　C
ommunication　System）等から経路情報が示す経路の渋滞情報、すなわち渋滞エリア５２
の位置や長さを収集し、車両５０の位置が渋滞エリア５２と重なる場合は、車両５０が時
速２０キロメートルで移動すると予測する。なお、情報処理装置１０は、上述した処理以
外にも、任意の予測技術を用いて、所定時間後の車両５０の位置を特定してもよい。
【００２０】
　次に、情報処理装置１０は、算出した予測位置に基づいて、商取引の態様を選択する（
ステップＳ３）。例えば、情報処理装置１０は、端末装置１００から受信した種別情報が
示す種別の商品を示す商品情報と対応付けられた各種情報を店舗データベース１５から抽
出する。詳細な例を説明すると、端末装置１００から受信した種別情報がハンバーガーを
示す（例えば、値「Ｃ」）場合、情報処理装置１０は、図１に示すように、商品情報「Ｃ
１」（例えば、○○バーガー）、商品情報「Ｃ２」（例えば、▽▽チーズバーガー）、商
品情報「Ｃ３」（例えば、□□テリヤキバーガー）と対応付けられた各情報を店舗データ
ベース１５から抽出する。
【００２１】
　そして、情報処理装置１０は、店舗データベース１５から抽出した情報を用いて、以下
の処理を実行する。まず、情報処理装置１０は、算出した予測位置に車両５０が到着する
時刻が、予測位置の近傍に位置する店舗により取引対象が予測位置で提供される時刻より
も遅いか否かを判定する。そして、情報処理装置１０は、算出した予測位置に車両５０が
到着する時刻が、予測位置の近傍に位置する店舗により取引対象が予測位置で提供される
時刻よりも遅い場合は、かかる商品を提供可能商品とする。
【００２２】
　例えば、情報処理装置１０は、１０分後における車両５０の予測位置５３を算出する。
そして、情報処理装置１０は、店舗データベース１５に登録された位置情報から、予測位
置５３から所定の領域内に位置する店舗、例えば店舗４２を特定する。
【００２３】
　かかる、情報処理装置１０は、店舗４２において、商品「Ｃ３」が「５分」で準備でき
ると判定する。また、情報処理装置１０は、商品「Ｃ３」の配達情報が「可能」であるた
め、店舗４２の位置から予測位置５３まで、バイクや自転車等による配達時間を算出し、
算出した配達時間と提供時間との和を算出する。例えば、情報処理装置１０は、配達時間
が「３分」である場合は、配達時間と提供時間との和「８分」を算出する。かかる場合、
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情報処理装置１０は、車両５０が予測位置５３に到達する時間「１０分」よりも算出した
配達時間と提供時間との和「８分」が短いので、商品「Ｃ３」を提供可能商品として選択
し、提供態様として「配達」を選択する。
【００２４】
　また、情報処理装置１０は、１５分後の予測位置５４および３０分後の予測位置５５に
ついても同様の処理を実行する。例えば、図１に示す例では、情報処理装置１０は、予測
位置５４の近傍に店舗４３が存在する。しかしながら、図１に示す例では、店舗４３が商
品「Ｃ２」を準備する時間が「２０分」となり、車両５０が予測位置に到達するまでの時
間「１５分」よりも長いので、商品「Ｃ２」が提供可能商品ではないと判定する。
【００２５】
　また、情報処理装置１０は、予測位置５５の近傍に店舗４４が存在し、店舗４４が商品
「Ｃ１」を準備する時間が「２５分」であると判定する。かかる場合、車両５０が予測位
置５５に到達するまでの時間よりも、店舗４４が予測位置５５で商品「Ｃ１」を提供する
までの時間の方が短いので、情報処理装置１０は、店舗４４の商品「Ｃ１」を提供可能商
品として選択し、提供態様として「店舗受渡し」を選択する。なお、情報処理装置１０は
、店舗４４から予測位置５５まで商品を運搬する時間が、例えば３分である場合は、店舗
４４が予測位置５５で商品「Ｃ１」を提供するまでの時間を「２８分」として判定を行っ
てもよい。
【００２６】
　また、情報処理装置１０は、上記のように判定された商品および提供態様を、提供対象
の候補として端末１００に通知する（ステップＳ４）。例えば、情報処理装置１０は、利
用者が選択した種別の商品から選択した提供可能商品が１つでも存在する場合は、かかる
提供可能商品と、選択した提供態様と、提供可能商品を提供する予測位置および時間を通
知する。かかる場合、端末１００は、通知された提供対象の候補をメニュー形式で表示す
る。例えば、端末１００は、画面上に、選択された商品と、提供態様と、予測位置と、時
間とがメニュー形式で表示する。
【００２７】
　なお、情報処理装置１０は、利用者が、通知された提供可能商品の中から提供を所望す
る商品を選択した場合は、かかる商品の注文を自動で行う。例えば、情報処理装置１０は
、提供可能商品「Ｃ３」を選択した場合は、店舗４２に商品「Ｃ３」を予測位置５３に配
達するよう注文する。また、情報処理装置１０は、提供可能商品が１つしかない場合は、
利用者の選択を介さずに直接注文を行い、提供可能商品の通知を情報処理装置１０に送信
してもよい。
【００２８】
　また、情報処理装置１０は、店舗４２が経路５１に面した店舗である場合は、配達を行
わず、直接受け取る提供態様を選択してもよい。具体的には、情報処理装置１０は、店舗
４２が経路５１に面している場合は、可能な店舗受渡しの提供態様を選択する。ここで、
店舗受渡しとは、道路に面した店舗で、車両５０から降りた運転者が店舗で店員から商品
を受け取る対応でもよく、店員が車道まで出てきて車両５０の運転車に受け渡す態様でも
よい。また、店舗受渡しには、運転者が店舗で受け渡された商品を食べて店舗を出る態様
も含まれる。かかる場合、情報処理装置１０は、予測位置５３までの配達時間を「０分」
として商品を提供するまでの時間を算出し、車両５０が予測位置５３に到達するまでの時
間よりも算出した時間の方が短いか否かを判定してもよい。また、情報処理装置１０は、
商品の属性として店舗受渡しが可能な商品であるか否かに応じて、提供態様を選択しても
よい。例えば、情報処理装置１０は、種別がハンバーガー等の商品は、店舗受渡しが可能
な商品であると判定してもよい。
【００２９】
　また、情報処理装置１０は、同一の商品を提供可能な店舗が複数存在する場合は、かか
る複数の店舗を抽出し、かかる店舗の中から商品を提供する店舗を選択してもよい。例え
ば、情報処理装置１０は、利用者が商品の種別「ハンバーガー」を選択した際に、「○○



(8) JP 6433136 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

バーガー」の店舗と、「▽▽バーガー」の店舗とが、それぞれ複数存在する場合は、端末
１００に「○○バーガー」と「▽▽バーガー」とのいずれかを選択される画面を表示させ
る。そして、情報処理装置１０は、例えば、利用者が「○○バーガー」を選択した場合は
、「○○バーガー」の店舗を抽出し、抽出した店舗のうち、最も早く提供可能商品を提供
できる店舗を選択してもよい。また、情報処理装置１０は、選択した店舗が提供可能商品
を提供する予測位置が予測位置５３である場合は、「予測位置５３の○○バーガーで商品
を受け取ってください」等の情報を端末１００に表示させてもよい。
【００３０】
　なお、端末１００が実行する処理は、例えば、カメラやＧＰＳ（Global　Positioning
　System）を利用して取得した車両５０の位置を特定し、特定した位置情報を情報処理装
置１０に送信することで実現されてもよい。
【００３１】
［２．情報処理装置１０の機能構成］
　次に、上述した処理を実現する情報処理装置１０の機能構成の一例を説明する。図２は
、実施形態に係る情報処理装置が有する機能構成の一例を説明する図である。図２に示す
例では、情報処理装置１０は、通信部１１、記憶部１２、制御部１３を有する。また、記
憶部１２は、道路状況データベース１４、店舗データベース１５を記憶する。
【００３２】
　通信部１１は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等によって実現される。
また、通信部１１は、ネットワークＮを介した有線または無線通信により、端末１００、
１０１と情報処理装置１０との間の通信を制御する。なお、端末１００は、例えば、車両
５０に設置された端末装置であり、端末装置１０１は、店舗に設置された端末装置である
ものとする。なお、端末装置１０１は、例えば、店舗に設置されたＰＯＳ（point　of　s
ale）システムであってもよい。また、情報処理装置１０は、端末１００、１０１と同様
の端末装置とネットワークＮを介して通信するものとする。
【００３３】
　記憶部１２は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フラッシュメモリ（Flash
　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置に
よって実現される。
【００３４】
　道路状況データベース１４は、ＶＩＣＳ等から取得した道路状況を記憶するデータベー
スである。例えば、道路状況データベース１４には、どの道路において渋滞がどの長さで
発生しているか、各道路における平均移動速度等の情報が登録されている。
【００３５】
　店舗データベース１５は、取引対象を提供する店舗の位置、店舗が提供する取引対象、
取引対象の提供時間、取引対象を配達できるか否かの情報等が登録されている。例えば、
店舗データベース１５には、図１に例示した情報が登録されているものとする。
【００３６】
　制御部１３は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Proc
essing　Unit）等によって、情報処理装置１０内部の記憶装置に記憶されている各種プロ
グラムがＲＡＭを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部１３は
、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Fiel
d　Programmable　Gate　Array）等の集積回路により実現される。制御部１３は、各種プ
ログラムを実行することにより、図２に示すように、収集部１６、推定部１７、選択部１
８、通知部１９、注文部２０を有する。
【００３７】
［３．情報処理装置１０の動作および作用］
　上記のように構成された情報処理装置１０の動作を図３のフローチャートに基づいて説
明する。図３は、実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の流れを説明するフローチ
ャートである。



(9) JP 6433136 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

【００３８】
　まず、収集部１６は、ＶＩＣＳ等の道路交通システム等から、渋滞情報等の道路状況を
収集し、収集した道路状況を道路状況データベース１４に登録する（ステップＳ１０１）
。なお、収集部１６は、端末１００からプローブデータとして位置情報を収集し、収集し
た位置情報を時系列順に解析し、解析結果と地図情報とを用いて、渋滞や各道路の平均移
動速度を算出してもよい。
【００３９】
　続いて、推定部１７は、端末１００から種別情報と位置情報と経路情報とを含む配信要
求を受信すると、配信要求から種別情報と位置情報と経路情報とを抽出する（ステップＳ
１０２）。そして、推定部１７は、抽出した位置情報が示す位置と抽出した経路情報が示
す経路と道路状況データベースに登録された道路状況とを用いて、端末１００の経路５１
における道路状況を特定する（ステップＳ１０３）。例えば、推定部１７は、経路情報が
示す経路のうち、位置情報が示す位置よりも目的地側の経路に含まれる道路の渋滞情報を
抽出する。
【００４０】
　また、推定部１７は、所定時間が経過した際における利用者の位置を推定する（ステッ
プＳ１０４）。具体的には、推定部１７は、端末１００の現在位置、端末１００の目的地
、端末１００の移動速度、端末１００から受信した経路情報が示す経路の少なくとも１つ
に基づいて、所定時間後における利用者の位置を推定する。また、推定部１７は、段階的
に異なる所定時間が経過した際における端末１００の予測位置を推定する。
【００４１】
　例えば、推定部１７は、利用者の位置と、端末１００の位置から目的地までの経路５１
上、もしくは経路情報が示す経路上の渋滞情報とを用いて、経路上の１０分後、１５分後
、３０分後の端末１００の位置を推定する。かかる推定処理においては、例えば、経路５
１のうち渋滞エリア５２の予測される移動速度から、端末１００が渋滞エリア５２に含ま
れる際の所定時間後の予測位置を推定し、経路５１のうち渋滞エリア５２以外の経路５１
の予測される移動速度から、端末１００が渋滞の領域に含まれない際の所定時間後の予測
位置を推定してもよい。
【００４２】
　また、推定部１７は、車両５０が渋滞エリア５２を抜け出すまでの予測位置を推定して
もよい。また、推定部１７は、車両５０の出発地４０と目的地４１の位置を取得し、取得
した出発地４０と目的地４１とから、車両５０の移動経路を推定し、推定した移動経路に
基づいて、予測位置を特定してもよい。また、推定部１７は、所定時間間隔での予測位置
（例えば、５分おきの予測位置）を推定してもよい。すなわち、情報処理装置１０は、車
両５０の位置、目的地、移動速度、移動経路の少なくとも１つを用いて、複数の所定時間
後における予測位置を推定する。
【００４３】
　選択部１８は、推定部１７が推定した位置に応じて、端末１００の利用者に対して所定
時間後に提供される取引対象、または、取引対象の提供態様の少なくともいずれか一方を
選択する。具体的には、選択部１８は、推定部１７が複数の所定時間について推定した利
用者の位置ごとに、取引対象または提供態様を選択する。
【００４４】
　具体的には、選択部１８は、抽出部１７が抽出した種別情報が示す種別の商品を示す商
品情報と対応付けられた各種情報を、店舗データベース１５から抽出する。そして、選択
部１８は、店舗データベース１５から抽出した各種情報を用いて、以下の処理を実行する
。まず、選択部１８は、推定部１７が推定した各所定時間後の予測位置を取得する。かか
る場合、選択部１８は、所定時間ごとに、予測位置と所定の条件を満たす位置の店舗を店
舗データベース１５から抽出する（ステップＳ１０５）。例えば、選択部１８は、予測位
置から所定の領域内に位置する店舗と商品との組をすべて抽出する。
【００４５】
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　ここで、店舗を抽出する処理を実行する際、選択部１８は、配達を行う店舗と、配達を
行わない店舗とで、抽出対象となる領域を変更する。例えば、情報処理装置１０は、予測
位置までの距離がバイクや自転車等で１０分以内に配達できる領域内の店舗を特定し、特
定された店舗のうち、配達情報が「可能」である商品を抽出する。すなわち、情報処理装
置１０は、予測位置まで配達可能な商品と、かかる商品を提供する店舗とを抽出する。ま
た、情報処理装置１０は、予測位置までの距離が徒歩で３分以内に配達できる領域内の店
舗を検索し、検索された店舗が提供する商品をすべて特定する。すなわち、情報処理装置
１０は、予測位置で店舗受渡しができる商品と、かかる商品を提供する店舗とを抽出する
。
【００４６】
　次に、選択部１８は、所定時間後に端末１００の利用者に対して提供可能な取引対象ま
たは取引対象の提供態様を選択する。具体的には、選択部１８は、抽出した店舗の商品の
うち、提供時間と予測位置までの配達時間との和が、かかる予測位置に端末１００が到着
する所定時間である予測時間よりも短い商品を選択する（ステップＳ１０６）。
【００４７】
　かかる処理の際、選択部１８は、所定時間後の予測位置に取引対象を配達する提供態様
を選択対象に含める。また、選択部１８は、所定時間後の予測位置に基づいて、取引対象
を配達する店舗を選択する。
【００４８】
　例えば、選択部１８は、特定した商品の提供時間を店舗データベース１５から特定する
。ここで、選択部１８は、特定した商品の配達情報が「不可」である場合は、店舗の位置
が対応する予測位置に面しているか否かを判定する。そして、選択部１８は、店舗の位置
が対応する予測位置に面している場合は、提供時間が予測時間よりも短いか否かを判定し
、提供時間が予測時間よりも短い場合は、特定した商品を提供可能商品として選択する。
また、かかる場合、選択部１８は、提供態様として「店舗受渡し」を選択する。一方、選
択部１８は、特定した商品の配達情報が「不可」であり、かつ、店舗の位置が対応する予
測位置に面していない場合は、特定した商品が提供可能商品ではないと判定する。
【００４９】
　また、選択部１８は、特定した商品の配達情報が「可能」である場合は、店舗から予測
位置までの配達時間を算出し、算出した配達時間と提供時間との和が予測時間よりも短い
か否かを判定する。そして、選択部１８は、配達時間と提供時間との和が予測時間よりも
短い場合は、特定した商品を提供可能商品であると判定し、かかる商品についての提供態
様として「配達」を選択する。
【００５０】
　また、選択部１８は、特定した商品の配達情報が「可能」である場合は、店舗の位置が
対応する予測位置に面しているかを判定する。そして、選択部１８は、店舗の位置が対応
する予測位置に面している場合は、特定した商品の提供時間が予測時間よりも短いか否か
を判定し、短い場合は、特定した商品を提供可能商品であると判定し、かかる商品につい
ての提供態様として「店舗受渡し」を選択する。
【００５１】
　すなわち、選択部１８は、各予測位置において、車両５０が到着するまでに提供可能な
商品と提供態様との組をすべて選択する。
【００５２】
　通知部１９は、選択部１８が選択した商品と、かかる商品の提供態様とを示す取引態様
通知を端末１００に配信する（ステップＳ１０７）。例えば、通知部１９は、利用者が選
択した種別の商品から選択部１８が選択した商品とかかる商品の提供態様との組ごとに、
予測時間と、予測位置とを対応付けたリストを作成する。そして、通知部１９は、作成し
たリストを含む取引態様通知を端末１００に配信し、表示させる。
【００５３】
　かかる場合、端末１００は、受信した取引態様通知を表示し、利用者から、商品と商品
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の提供態様との組の選択を受け付ける。そして、端末１００は、利用者が商品と商品の提
供態様との組を選択した場合は、選択した組を示す注文要求を情報処理装置１０に送信す
る。
【００５４】
　一方、注文部２０は、端末１００から注文要求を受信したか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０８）。そして、注文部２０は、注文要求を受信した場合は（ステップＳ１０８：Ｙ
ｅｓ）、注文要求が示す商品と態様状況との組を含む注文情報を、かかる商品を提供する
店舗の端末装置１０１に対して配信する（ステップＳ１０９）。なお、かかる態様状況が
配達や店舗受渡し等である場合は、配達先や店舗受渡しを行う場所として予測位置を示す
情報や、端末１００の利用者の氏名等、配達や店舗受渡しを行うために必要な情報が含ま
れる。この結果、端末装置１０１を使用する店舗の店員は、商品等の準備を行い、予測位
置で待ち時間無く商品等を提供できる。また、注文要求には、提供可能商品を提供する複
数の店を選択した際の通知が含まれるものとする。一方、注文部２０は、注文要求を受信
しない場合は（ステップＳ１０８：Ｎｏ）、ステップＳ１０９をスキップする。
【００５５】
［４．変形例］
　上述した実施形態に係る情報処理装置１０は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態
にて実施されてよい。そこで、以下では、情報処理装置１０の他の実施形態について説明
する。
【００５６】
［４－１．配達時の情報提供について］
　上述した情報処理装置１０は、商品を配達による提供態様で提供する場合、商品を配達
する移動体の情報を利用者に通知してもよい。例えば、通知部１９は、注文部２０が注文
情報を配信した場合は、かかる注文情報に含まれる態様状況が配達であるか否かを判定し
、配達である場合は、端末装置１０１からかかる配達を行うバイクや自転車、飛行可能な
ドローン（無人航空機、ＵＡＶ：Unmanned　Air　Vehicle）等の移動体の情報を取得する
。そして、通知部１９は、ＧＰＳ等を用いて、特定した移動体の位置を特定し、特定した
位置を示す情報を端末１００に通知する。なお、通知部１９は、移動体の情報として、ナ
ンバープレートの番号、車種、移動体の写真等、配達された商品の受渡しを容易にするた
めの情報を端末１００に通知してもよい。
【００５７】
　一方、通知部１９は、商品を配達する移動体に対し、商品を受け取る利用者の情報を通
知してもよい。例えば、通知部１９は、商品を配達する移動体に設置された端末装置、も
しくは、端末装置１０１等、商品を配達する店員が使用する端末装置を特定する。また、
通知部１９は、ＧＰＳ等を用いて端末１００の位置を特定し、特定した位置を、店員が使
用する端末装置等に配信してもよい。また、通知部１９は、端末１００の位置とともに、
端末１００が設置された車両５０の車種、ナンバープレートの番号、車両５０の写真や色
、利用者の氏名等の情報を配信してもよい。
【００５８】
［４－２．選択された注文について］
　例えば、選択部１８は、推定された各位置に利用者が到達する時間より前に、推定され
た各位置で提供可能な商品のうち、提供可能な時刻が最先となる商品を選択してもよい。
【００５９】
　例えば、図１に示す例では、推定部１７は、１０分後、１５分後、３０分後の各予測時
間について予測位置５３～５５を推定する。かかる場合、選択部１８は、予測位置５３か
ら所定の範囲内に含まれる店舗４２、予測位置５４から所定の範囲に含まれる店舗４３、
予測位置５５から所定の範囲に含まれる店舗４４を特定する。続いて、選択部１８は、各
店舗４２～４４が提供する商品および取引態様ごとに、予測位置５３～５５で商品を提供
できるまでの時間を算出し、算出した時間が各予測位置５３～５５に対応する予測時間よ
りも短い商品および取引態様を特定する。
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【００６０】
　この結果、選択部１８は、店舗４２が商品「Ｃ３」を予測位置５３で取引態様「配達」
により提供可能と判定し、店舗４４が商品「Ｃ１」を予測位置５５で取引態様「店舗受渡
し」により提供可能であると判定する。ここで、選択部１８は、店舗４２以外にも、車両
５０が予測位置５３に到着する前に、予測位置５３に商品を配達できる店舗Ａが存在する
場合は、かかる店舗Ａにより配達される商品も、提供可能な商品として選択する。
【００６１】
　そして、選択部１８は、提供可能であると判定した商品と提供態様のうち、提供までの
時間が最も短い商品と提供態様とを特定する。例えば、選択部１８は、店舗４４が商品「
Ｃ１」を予測位置５５で店舗受渡しにより提供するまでの時間よりも、店舗４２が商品「
Ｃ３」を予測位置５３に配達するまでの時間の方が短いと判定する。また、選択部１８は
、店舗Ａが商品を予測位置５３に配達するまでの時間よりも、店舗４２が商品「Ｃ３」を
予測位置５３に配達するまでの時間が短いか否かを判定する。そして、選択部１８は、店
舗４２が商品「Ｃ３」を予測位置５３に配達するまでの時間が短い場合は、店舗４２によ
る商品「Ｃ３」と提供態様「配達」とを選択する。かかる場合、通知部１９は、商品「Ｃ
３」を予測位置５３で取引態様「配達」により提供する旨の取引態様通知を端末１００に
配信し、端末１００に表示させる。
【００６２】
［４－３．許容時間の推定について］
　上述した例では、情報処理装置１０は、各予測位置において、予測時間よりも先に提供
可能な商品および取引態様を特定した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるも
のではない。例えば、情報処理装置１０は、端末１００の利用者が指示した時間（以下、
最大所定時間と記載する）が経過するまでの間に提供可能な商品および取引態様を提供し
てもよい。
【００６３】
　例えば、推定部１７は、利用者の端末１００から、最大所定時間を含む配信要求を受信
すると、最大所定時間が経過するまでの端末１００の位置を推定する。そして、選択部１
８は、推定部１７が推定した位置で、最大所定時間が経過するまでに提供可能な商品と提
供態様を選択する。例えば、図１に示す例では、最大所定時間が２０分の場合、推定部１
７は、予測位置５３と予測位置５４とを推定する。また、選択部１８は、店舗４２が商品
「Ｃ３」を予測位置５３で取引態様「配達」により提供できると判定し、店舗４３が商品
「Ｃ２」を予測位置５４で取引態様「店舗受渡し」により提供できないと判定する。
【００６４】
　この結果、選択部１８は、店舗４２が商品「Ｃ３」と、取引態様「配達」とを選択する
。この結果、情報処理装置１０は、最大所定時間が経過するまでに提供可能な商品および
取引態様を選択できる。
【００６５】
［４－４．予測位置のずれについて］
　情報処理装置１０は、所定の時間間隔で、端末１００の予測位置を再度推定し、前回推
定した予測位置と再度推定した予測位置にずれが生じた場合は、ずれに応じて、商品のキ
ャンセルや他の商品をリコメンドしてもよい。例えば、情報処理装置１０は、予測位置５
５で３０分後に店舗４４が提供する商品「Ｃ１」の提供を受ける旨の注文を行ったが、車
両５０の３０分後の予測位置が予測位置５５よりも所定の距離離れてしまう場合は、商品
のキャンセルを行ってもよい。
【００６６】
　また、例えば、情報処理装置１０は、車両５０の３０分後の予測位置が予測位置５５よ
りも手前である場合は、車両５０が予測位置５５に到着するまでの時間を算出し、算出し
た時間で商品「Ｃ１」を提供するよう店舗４４の端末装置に通知してもよい。また、情報
処理装置１０は、商品をキャンセルした場合は、上述した処理を改めて実行することで、
新たに提供可能な商品や取引態様を選択してもよい。
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【００６７】
　また、情報処理装置１０は、車両５０が予測位置５３に到達するまでの時間が早まった
結果、車両５０が予測位置５３に到着するまでに店舗４２が商品を配達できない場合は、
車両５０が予測位置５２に到達するまでに提供可能な他の商品や、他の店舗により提供さ
れる商品を選択し、かかる商品をリコメンドしてもよい。また、例えば、情報処理装置１
０は、商品「Ｃ１」の提供までに車両５０が予測位置まで到達できない場合は、商品「Ｃ
１」の提供時に予測位置５５に到着すると予測される車両を特定し、特定した車両に出来
立ての商品「Ｃ１」を受け取れる旨のリコメンドを行ってもよい。
【００６８】
［４－５．支払について］
　情報処理装置１０は、上述した商品の取引において、電子マネーによる支払を仲介して
もよい。例えば、情報処理装置１０は、端末１００の利用者が、予測位置５３で店舗４２
の商品「Ｃ３」を配達により受け取る旨の注文を行った場合は、端末１００の利用者が有
する電子マネーの口座から、店舗４２が有する電子マネーの口座へ、商品「Ｃ３」の商品
代金を振り込む処理を実行してもよい。
【００６９】
［４－６．装置構成について］
　情報処理装置１０は、単体の情報処理装置ではなくともよく、クラウドシステム等、複
数の情報処理装置が連携して動作することで実現されてもよい。また、通知部１９、注文
部２０が発揮する機能については、必ずしも必須の構成ではない。また、上述した情報処
理装置１０の機能は、例えば、車両５０の出発地と目的地とに応じて経路を特定するナビ
ゲーションサーバが有し、案内処理の一部として提供されてもよい。
【００７０】
［４－７．その他］
　上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処
理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして
説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記
文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報に
ついては、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各
種情報は、図示した情報に限られない。また、例えば、各図に示したアプリケーションの
ＵＩ（User　Interface）は、これに限定されるものではない。
【００７１】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
【００７２】
［５．効果］
　上述したように、情報処理装置１０は、所定時間が経過した際における利用者の位置を
推定し、推定した位置に応じて、利用者に対して所定時間後に提供される取引対象、また
は、取引対象の提供態様の少なくともいずれか一方を選択する。このため、情報処置装置
１０は、予測位置に利用者が到着する際に提供可能な商品やサービス、および、商品やサ
ービスの提供態様を選択するので、商品やサービスの提供を受けるまでの待ち時間を解消
できる。いわば、情報処理装置１０は、経路５１全体をドライブスルーとして活用するこ
とができる。
【００７３】
　また、情報処理装置１０は、利用者の現在位置、利用者の目的地、利用者の移動速度、
利用者の移動経路の少なくとも１つに基づいて、所定時間後における利用者の位置を推定
する。このため、情報処理装置１０は、所定時間後の予測位置の精度を向上させる結果、
商品やサービスの提供を受けるまでの待ち時間を適切に解消できる。
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【００７４】
　また、情報処理装置１０は、複数の所定時間後における利用者の予測位置をそれぞれ推
定し、予測位置ごとに、取引対象または提供態様の少なくともいずれか一方を選択する。
このように、情報処理装置１０は、利用者が待ち時間なしで商品やサービスの提供を受け
ることができる複数の場所を推定するので、利用者が待ち時間なしで商品やサービスの提
供を受けることができる機会を増やすことができる。
【００７５】
　また、情報処理装置１０は、予測位置において、所定時間後に利用者に対して提供可能
な取引対象または取引対象の提供態様の少なくともいずれか一方を選択する。このため、
情報処理装置１０は、商品やサービスの提供を受けるまでの待ち時間を解消できる。
【００７６】
　また、情報処理装置１０は、所定時間後に予測位置に取引対象を配達する提供態様を選
択肢に含める。このため、情報処理装置１０は、予測位置に商品やサービスを提供する店
舗が存在しない場合であっても、かかる予測位置に配達される商品やサービスの提供を選
択することができるので、利用者が待ち時間なしで商品やサービスの提供を受けることが
できる機会を増やすことができる。
【００７７】
　また、情報処理装置１０は、推定した位置に基づいて、取引対象を配達する店舗を抽出
する。このため、情報処理装置１０は、利用者が待ち時間なしで商品やサービスの提供を
受けることができる店舗を特定することができる。
【００７８】
　また、情報処理装置１０は、取引対象を配達する提供態様を選択した場合は、取引対象
を配達する移動体の情報を利用者に通知する。また、情報処理装置１０は、取引対象を配
達する提供態様を選択した場合は、取引対象を配達する移動体に対し、利用者の情報を通
知する。このため、情報処理装置１０は、配達される取引対象の授受を容易にすることが
できる。
【００７９】
　また、情報処理装置１０は、複数の所定時間後における利用者の予測位置をそれぞれ推
定し、各予測位置に利用者が到達する時間より前に、各予測位置で提供可能な取引対象の
うち、提供可能な時刻が最先となる取引対象を選択する。このため、情報処理装置１０は
、利用者を待たせることなく、商品やサービスを提供させることができる。
【００８０】
　また、情報処理装置１０は、利用者が指示した最大所定時間が経過するまでの利用者の
予測位置を推定し、利用者が指示した最大所定時間が経過するまでに、予測位置で提供可
能な取引対象または取引対象の提供態様の少なくともいずれか一方を選択する。このため
、情報処理装置１０は、利用者が待てる時間内に提供することができる商品やサービスの
提供態様を選択できる。
【００８１】
（第２の実施形態）
［１．情報処理装置１０ａ］
　上述した例では、情報処理装置１０は、各予測位置において店舗により提供される取引
対象と取引態様とを選択した。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではな
い。例えば、情報処理装置１０は、渋滞エリア５２を仮想的な電子商店街と見做し、渋滞
エリア５２内に位置する利用者間の商取引を仲介してもよい。
【００８２】
　具体的には、情報処理装置１０ａは、渋滞や、移動速度が所定の閾値よりも遅い所定の
交通状況が生じている領域を抽出する。そして、情報処理装置１０ａは、抽出した領域内
に位置する利用者間の取引を仲介してもよい。また、情報処理装置１０ａは、取引を仲介
した利用者の位置に応じて、仲介した取引における取引対象の提供対応を選択してもよい
。
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【００８３】
　例えば、図４は、第２の実施形態に係る実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の
他の例を説明する図である。なお、図４に示す例では、渋滞エリア５２に複数の車両５０
、５３～５６が存在し、渋滞エリアの周囲に店舗４３、４４が存在するものとする。また
、各車両５０、５３～５６、および、各店舗４３、４４には、情報処理装置１０ａと各種
情報を送受信可能な端末装置が設置されているものとする。
【００８４】
　例えば、情報処理装置１０ａは、ＶＩＣＳ等から渋滞エリア５２の情報を収集する。そ
して、情報処理装置１０ａは、渋滞エリア５２に含まれる複数の車両５０、５３～５６、
および店舗４３、４４に設置された端末装置から、取引対象の情報である取引情報を収集
する（ステップＳ１）。そして、情報処理装置１０ａは、渋滞エリア５２に含まれる端末
装置から取引情報を収集し、図１に示す仲介データベース１５ａを生成する（ステップＳ
２）。
【００８５】
　ここで、仲介データベース１５ａには、端末ＩＤ、位置情報、商品情報、属性情報、入
札情報が対応付けて登録される。端末ＩＤとは、取引情報の送信元となる端末装置を識別
する識別子である。また、位置情報とは、取引情報の送信元となる端末装置の位置を示す
情報である。また、商品情報とは、取引対象となる商品の情報である。ここで、商品情報
には、商取引の目的たりえるサービスの情報が含まれるものとする。また、属性情報とは
、取引情報の送信元となる端末装置が設置された車両の属性を示す情報であり、例えば、
車両に子供が乗車している旨を示す「子供有」や、端末装置を使用する利用者の性別を示
す「男性」等が登録される。また、入札情報とは、商品情報が示す商品に対する対価を示
す情報である。
【００８６】
　次に、情報処理装置１０ａは、渋滞エリア５２を仮想商店街に見立てて、仲介データベ
ース１５ａに登録された商品情報に基づき、商取引の仲介を行う（ステップＳ３）。例え
ば、情報処理装置１０ａは、仲介データベース１５ａに登録された端末ＩＤが示す各端末
装置に、仲介データベース１５ａに登録された商品情報を配信する。そして、情報処理装
置１０ａは、仲介データベース１５ａに登録された端末ＩＤが示す端末装置間の商品の売
買や、オークション等といった商取引の仲介を行う。
【００８７】
　次に、情報処理装置１０ａは、成立した商取引の取引態様を選択する（ステップＳ４）
。例えば、情報処理装置１０ａは、取引対象となる商品を出品した利用者である出品者と
、取引対象となる商品を落札した利用者である落札者との位置を、仲介データベース１５
ａから特定する。次に、情報処理装置１０ａは、出品者の位置と落札者の位置とに基づい
て、出品者から落札者まで取引対象を運搬する手段を選択する。ここで、取引対象を運搬
する手段としては、出品者から落札者へ商品を持参する、落札者が出品者の位置まで出向
き商品を受領する、メッセンジャー等運送代行者への委託等、任意の手段を適用できる。
【００８８】
　また、情報処理装置１０ａは、選択した取引態様を出品者および落札者に通知する。ま
た、情報処理装置１０ａは、メッセンジャー等、運送代行者となる移動体に対して、出品
者、落札者、商品等の情報を通知するとともに、落札者や出品者に対して、メッセンジャ
ー等の運行代行者が商品の持参もしくは受理するために出向く旨を通知する。
【００８９】
［２．情報処理装置１０ａが配信する情報について］
　情報処理装置１０ａは、仲介対象となる商取引における取引態様を選択し、選択した取
引態様をリコメンドとして配信してもよい。例えば、情報処理装置１０ａは、端末ＩＤ「
ＩＤ０００１」と属性情報「子供有」とが対応付けられている場合、仲介データベース１
５ａに登録された商品情報から、オムツ、離乳食、キャラクターグッズ、おもちゃ等の子
供向け商品を検索する。そして、情報処理装置１０ａは、子供向け商品を検出した場合は



(16) JP 6433136 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

、端末ＩＤ「ＩＤ０００１」に対し、検出した子供向け商品の情報を配信してもよい。
【００９０】
　また、情報処理装置１０ａは、仲介データベース１５ａに登録された商品のレコメンド
だけではなく、属性情報に応じた広告やクーポンを配信してもよい。例えば、情報処理装
置１０ａは、端末ＩＤ「ＩＤ０００３」の属性情報が「男性」である場合、店舗４３、４
４の中から男性向けの飲食店を選択し、選択した飲食店の広告やクーポンを配信してもよ
い。また、情報処理装置１０ａは、情報処理装置１０と同様の処理を実行することで、所
定時間後の予測位置において、提供可能な飲食物の選択を行い、端末ＩＤ「ＩＤ０００３
」が示す端末装置に選択結果を通知してもよい。
【００９１】
［３．情報処理装置１０ａの機能構成］
　次に、上述した処理を実現する情報処理装置１０ａの機能構成の一例を説明する。図５
は、第２の実施形態に係る情報処理装置が有する機能構成の一例を説明する図である。図
５に示す例では、情報処理装置１０ａは、通信部１１、記憶部１２ａ、制御部１３ａを有
する。
【００９２】
　記憶部１２ａは、道路状況データベース１４、仲介データベース１５ａを記憶する。ま
た、制御部１３ａは、各種プログラムを実行することにより、図５に示すように、収集部
１６ａ、抽出部１７ａ、仲介部１８ａ、選択部１９ａを有する。なお、記憶部１２ａおよ
び制御部１３ａは、図２に示した記憶部１２および制御部１３と同様の構成により実現さ
れるものとして、説明を省略する。
【００９３】
　仲介データベース１５ａは、所定の交通状況が生じている領域内の利用者および店舗間
の取引情報が登録される。例えば、仲介データベース１５ａには、図４に例示した情報が
登録されているものとする。
【００９４】
［４．情報処理装置１０の動作および作用］
　上記のように構成された情報処理装置１０ａの動作を図６のフローチャートに基づいて
説明する。図６は、第２の実施形態に係る情報処理装置が実行する処理の流れを説明する
フローチャートである。
【００９５】
　収集部１６ａは、収集部１６と同様に、道路状況を収集し（ステップＳ２０１）、道路
状況データベース１４に登録する。例えば、収集部１６ａは、ＶＩＣＳから渋滞情報を収
集してもよく、また、平均移動速度が所定の閾値よりも遅い経路の情報を収集してもよい
。また、収集部１６ａは、地震等が発生した災害発生位置や、避難先等の情報を収集して
もよい。
【００９６】
　抽出部１７ａは、道路状況データベース１４から渋滞や、移動速度が所定の閾値よりも
遅い所定の交通状況が生じている領域、例えば渋滞エリア５２を抽出する（ステップＳ２
０２）。この際、抽出部１７ａは、渋滞が発生している道路から所定の距離が離れた範囲
まで渋滞エリア５２に含めてもよい。また、抽出部１７ａは、災害発生位置や避難先のエ
リアを仮想的な商店街と見做す領域として抽出してもよい。
【００９７】
　また、抽出部１７ａは、抽出した渋滞エリア５２に含まれる端末装置、すなわち、店舗
４３、４４、車両５０、５３～５６に設置された端末装置を特定し、かかる端末装置から
、取引情報を収集する（ステップＳ２０３）。例えば、抽出部１７ａは、任意の端末装置
に対して位置情報の送信を要求する位置情報送信要求を配信し、応答として各端末装置の
位置を示す位置情報を受信する。
【００９８】
　次に、抽出部１７ａは、受信した位置情報が示す位置と、渋滞エリア５２の位置とを比
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較することで、渋滞エリア５２内の端末装置を特定する。そして、抽出部１７ａは、渋滞
エリア５２内の端末装置に対し、取引情報の送信を要求し、応答として受信した取引情報
を仲介データベース１５ａに登録する。なお、かかる処理を実行するため、端末装置には
、位置情報および取引情報を情報処理装置１０ａへ送信するアプリケーションがインスト
ールされているものとする。
【００９９】
　仲介部１８ａは、取引情報に基づいて、渋滞エリア５２内の利用者間の取引を仲介する
（ステップＳ２０４）。例えば、仲介部１８ａは、従来の電子商取引技術や、インターネ
ットオークションの技術を用いて、渋滞エリア５２内の利用者間の商取引を仲介する。ま
た、仲介部１８ａは、成立した商取引に応じて、各種課金処理を実行する。
【０１００】
　選択部１９ａは、成立した取引における取引対象の提供態様を選択する（ステップＳ２
０５）。例えば、選択部１９ａは、出品者の端末装置の位置と、落札者の端末装置の位置
とを特定し、出品者の端末装置から落札者の端末装置の位置までの移動態様を選択する。
詳細な例を説明すると、選択部１９ａは、出品者の端末装置から落札者の端末装置の位置
が所定の距離よりも短い場合は、利用者間で取引対象を直接受け渡す提供態様を選択して
もよい。
【０１０１】
　また、選択部１９ａは、出品者の端末装置から落札者の端末装置の位置が所定の距離よ
りも長い場合は、取引対象を運搬する移動体に対し、出品者の端末装置の位置と落札者の
端末装置の位置とを通知し、出品者から落札者まで取引対象を運搬するよう指示してもよ
い。かかる移動体としては、例えば、バイク便や自転車や徒歩によるメッセンジャーサー
ビス、その他ドローン等の任意の運搬方法が適用可能である。
【０１０２】
　また、選択部１９ａは、仲介データベース１５ａに登録された端末ＩＤごとに、対応付
けられた属性情報に応じて、リコメンド対象となる商品、すなわち属性情報にマッチする
商品情報を検索する。そして、選択部１９ａは、検索結果となる商品情報を処理対象とな
る端末ＩＤが示す端末装置に対して通知してもよい。また、選択部１９ａは、仲介データ
ベース１５ａに登録された位置情報を用いて、所定の距離よりも短い領域内にいる他の利
用者や店舗が出品した商品や商品の運搬方法等の提供態様をリコメンドしてもよい。すな
わち、選択部１９ａは、各端末ＩＤと対応付けられた位置情報または属性情報等に基づい
て、各端末装置に対してリコメンドする商品や提供態様を選択し、リコメンドすることが
できる。
【０１０３】
　なお、図５に示した情報処理装置１０ａは、矛盾しない範囲で、情報処理装置１０が有
する機能を適宜適用可能である。また、情報処理装置１０ａは、情報処理装置１０と同様
に、上述した変形例を適宜適用可能である。
【０１０４】
［５．適用対象について］
　上述した例では、情報処理装置１０ａは、所定の領域内の利用者間の商取引を仲介した
。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。例えば、情報処理装置１
０ａが仲介する取引は、ビジネス等利益を目的としたものに限られない。例えば、情報処
理装置１０ａは、被災地の利用者の端末装置から物々交換の対象となる商品の取引対象情
報を収集し、被災地知の利用者間の物々交換を仲介してもよい。例えば、情報処理装置１
０ａは、オムツが余っているが飲用水が足りない利用者と、水が余っているがオムツが足
りない利用者とをマッチングし、オムツと飲用水の物々交換を仲介してもよい。
【０１０５】
［６．効果］
　上述したように、情報処理装置１０ａは、所定の交通状況が生じている領域を抽出し、
抽出した領域内に位置する利用者間の取引を仲介する。このため、情報処理装置１０ａは
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、渋滞エリア５２や被災地等、所定の状態が生じている領域内を仮想的な商店街に見立て
た取引を実現することができるので、利用者の待ち時間を解消することができる。
【０１０６】
　また、情報処理装置１０ａは、利用者の位置に応じて、仲介した取引における取引対象
の提供態様を選択する。このため、情報処理装置１０は、渋滞エリア５２や被災地等、特
定の物流システムが機能しない領域内おいても、取引対象の受渡しを可能にすることがで
きる。
【０１０７】
（プログラム）
　上述してきた実施形態に係る情報処理装置１０、１０ａは、例えば図７に示すような構
成のコンピュータ１０００によって実現される。以下、情報処理装置１０を例に挙げて説
明する。図７は、情報処理装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア
構成図である。コンピュータ１０００は、ＣＰＵ１１００、ＲＡＭ１２００、ＲＯＭ１３
００、ＨＤＤ１４００、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１５００、入出力インターフェ
イス（Ｉ／Ｆ）１６００、およびメディアインターフェイス（Ｉ／Ｆ）１７００を有する
。
【０１０８】
　ＣＰＵ１１００は、ＲＯＭ１３００又はＨＤＤ１４００に格納されたプログラムに基づ
いて動作し、各部の制御を行う。ＲＯＭ１３００は、コンピュータ１０００の起動時にＣ
ＰＵ１１００によって実行されるブートプログラムや、コンピュータ１０００のハードウ
ェアに依存するプログラム等を格納する。
【０１０９】
　ＨＤＤ１４００は、ＣＰＵ１１００によって実行されるプログラム、および、かかるプ
ログラムによって使用されるデータ等を格納する。通信インターフェイス１５００は、ネ
ットワークＮを介して他の機器からデータを受信してＣＰＵ１１００へ送り、ＣＰＵ１１
００が生成したデータをネットワークＮを介して他の機器へ送信する。
【０１１０】
　ＣＰＵ１１００は、入出力インターフェイス１６００を介して、ディスプレイやプリン
タ等の出力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ１１００
は、入出力インターフェイス１６００を介して、入力装置からデータを取得する。また、
ＣＰＵ１１００は、生成したデータを入出力インターフェイス１６００を介して出力装置
へ出力する。
【０１１１】
　メディアインターフェイス１７００は、記録媒体１８００に格納されたプログラム又は
データを読み取り、ＲＡＭ１２００を介してＣＰＵ１１００に提供する。ＣＰＵ１１００
は、かかるプログラムを、メディアインターフェイス１７００を介して記録媒体１８００
からＲＡＭ１２００上にロードし、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体１８００
は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　D
isk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magneto-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒
体、磁気記録媒体、または半導体メモリ等である。
【０１１２】
　例えば、コンピュータ１０００が実施形態に係る情報処理装置１０として機能する場合
、コンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、ＲＡＭ１２００上にロードされたプログラ
ムを実行することにより、制御部１３の機能を実現する。また、ＨＤＤ１４００には、各
種データベース１４、１５が格納される。
【０１１３】
　また、例えば、コンピュータ１０００が実施形態に係る情報処理装置１０ａとして機能
する場合、コンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、ＲＡＭ１２００上にロードされた
プログラムを実行することにより、制御部１３ａの機能を実現する。また、ＨＤＤ１４０
０には、各種データベース１４、１５ａが格納される。
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【０１１４】
　コンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、これらのプログラムを記録媒体１８００か
ら読み取って実行するが、他の例として、他の装置からネットワークＮを介してこれらの
プログラムを取得してもよい。
【０１１５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に多様な変更または改良を加えることが
可能であることが当業者には明らかである。また、そのような変更または改良を加えた形
態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【０１１６】
　１０、１０ａ　情報処理装置
　１１　通信部
　１２、１２ａ　記憶部
　１３、１３ａ　制御部
　１４　道路状況データベース
　１５　店舗データベース
　１５ａ　仲介データベース
　１６、１６ａ　収集部
　１７　推定部
　１７ａ　抽出部
　１８　選択部
　１８ａ　仲介部
　１９　通知部
　１９ａ　選択部
　２０　注文部
　１００、１０１　端末装置
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